
全議第  288  号 

令和２年３月 13 日 

各都道府県議会議長 殿 

全国都道府県議会議長会会長 

（ 公 印 省 略 ） 

議員の通称使用の取扱いについて 

日頃より、本会の運営について、ご理解・ご支援を賜っておりますことに感謝申し上げ

ます。 

先般会議概要を報告いたしました２月 21 日の総務省の「第５回 地方議会・議員のあり

方に関する研究会」におきまして、地方議会における議員の通称使用の取扱いに関し、

「団体によっては、議事録において、通称ではなく本名のみで記載している例がある。選

挙に出た名前と議事録に出ている名前が異なると、議員の活動を住民に知ってもらえず、

問題である。」との意見がありました。また、議員の旧姓使用の取扱いに関し、「選挙で

は使用できるが、議会活動では使用できないという例がある。」との意見がありました。 

さらに、国会では、２月 28 日の衆議院総務委員会等において、地方議会議員の旧姓使用

の取扱いについて質問があり、総務大臣から、総務省としても、本件について「三議長会

と連携して取り組んで」いく旨答弁がありました。 

都道府県議会におきましては、議員の通称使用の取扱いに関し、多くの議会で認めてい

ることが当会事務局の調により、報告されております。なお、衆・参議院においても通称

使用が可能となっており、参議院では先例録に記載されております。 

こうしたことを踏まえ、貴議会において、所属議員から通称使用の申出があった際には、

都道府県議会における事例や、国会における運用を参考に、適切にご対応いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

（注）通称とは、「本名以外の呼称が本名に代わるものとして広く通用しているもの」（質問主意書に

対する答弁書第 73 号（平成 28 年３月 15 日））とされている。旧姓を含む。 
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総
務
省
「
第
５
回

地
⽅
議
会
・
議
員
の
あ
り
⽅
に
関
す
る
研
究
会
」
（
２
.2
1）

及
び

衆
議
院
「
総
務
委
員
会
」
（
２
.2
8）

に
お
け
る
議
員
の
通
称
使
⽤
に
係
る
発
⾔

○
旧
姓
使
⽤
に
つ
い
て
、
選
挙
で
は
使
⽤
で
き
る
が
、
議
会
活
動
で
は
使
⽤
で
き
な
い
と
い
う
例
が
あ
る
。
議
⻑
会
に
お
い
て
、
統
⼀
的
に
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
な
い
よ
う
に
ご
対
応
を
検
討
い
た
だ
き
た
い
。
【
⼤
⼭
座
⻑
代
理
】

○
団
体
に
よ
っ
て
は
、
議
事
録
に
お
い
て
、
通
称
で
は
な
く
本
名
の
み
で
記
載
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
選
挙
に
出
た
名
前
と
議
事
録
に
出
て
い
る
名
前
が
異

な
る
と
、
議
員
の
活
動
を
住
⺠
に
知
っ
て
も
ら
え
ず
、
問
題
で
あ
る
。
議
⻑
会
に
お
い
て
統
⼀
的
に
対
応
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
【
河
村
構
成
員
】

○
本
県
議
会
で
は
通
称
使
⽤
を
認
め
て
お
り
、
会
議
録
で
も
通
称
を
使
⽤
す
る
な
ど
、
各
都
道
府
県
議
会
に
お
い
て
対
応
し
て
い
る
。
【
加
藤
構
成
員
】

＜
出
典
︓
総
務
省
「
第
５
回

地
⽅
議
会
・
議
員
の
あ
り
⽅
に
関
す
る
研
究
会
（
議
事
概
要
）
」
＞

1

総
務
省
「
第
５
回

地
⽅
議
会
・
議
員
の
あ
り
⽅
に
関
す
る
研
究
会
」
（
２
.2
1）

【
⻄
岡
秀
⼦
委
員
（
⽴
国
社
）
】

（
略
）
地
⽅
議
会
に
お
い
て
は
、
選
挙
の
時
は
通
称
、
旧
姓
で
選
挙
に
⽴
候
補
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
地
⽅
議
会
に
お
い
て
は
議
会
活
動
は
そ

れ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
議
会
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
議
会
の
判
断
に
よ
る
と
こ
ろ
が
⼤
き
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
選
挙
で
は
通
称
が
認
め
ら
れ
、

議
員
活
動
が
元
々
の
⼾
籍
名
の
名
前
で
議
員
活
動
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
家
本
⼈
に
と
っ
て
も
⼤
変
な
状
況
が
ご
ざ
い
ま
す
し
、
有
権
者
の
皆
さ
ん
に

と
っ
て
も
⼤
変
分
か
り
に
く
い
状
況
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
こ
の
件
に
つ
い
て
⾼
市
総
務
⼤
⾂
の
お
考
え
を
含
め
、
こ
の
こ
と
は
議
会
が
決
め
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
総
務
省
が
所
管
を
し
て
い
る
こ
と
で
は

な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
特
に
⼤
⾂
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
や
は
り
是
正
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
⽅
向
性
を
⽰
さ
れ
る

と
い
う
の
は
⼤
変
⼤
き
な
影
響
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
⼤
⾂
の
ご
⾒
解
を
お
聞
き
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
⾼
市
総
務
⼤
⾂
】

（
略
）
総
務
省
で
は
、
現
在
、
⼥
性
を
は
じ
め
多
様
な
⼈
材
が
地
⽅
議
会
に
参
画
し
や
す
く
な
る
た
め
の
⽅
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、
三
議
⻑
会
の

代
表
者
で
あ
る
議
⻑
に
も
参
画
を
い
た
だ
き
、
「
地
⽅
議
会
・
議
員
の
あ
り
⽅
に
関
す
る
研
究
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
先
週
開
催
さ
れ
た
研
究
会
で
は
、

有
識
者
の
構
成
員
か
ら
「
旧
姓
使
⽤
に
つ
い
て
、
選
挙
で
は
使
⽤
で
き
る
が
、
議
会
活
動
で
は
使
⽤
で
き
な
い
と
い
う
例
が
あ
る
。
議
⻑
会
に
お
い
て
、
統
⼀

的
な
対
応
を
検
討
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
ご
指
摘
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
総
務
省
と
し
て
も
、
地
⽅
議
会
に
お
け
る
旧
姓
使
⽤
に
つ
い
て
三
議
⻑
会
と
連
携
し

て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
（
略
）

＜
衆
議
院
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
審
議
中
継
を
基
に
作
成
（
未
定
稿
）
＞

衆
議
院
「
総
務
委
員
会
」
（
２
.2
8）



都
道
府
県
議
会
に
お
い
て
議
員
の
通
称
名
の
使
⽤
を
認
め
た
事
例

（
平
成
25
年
７
⽉
〜
29
年
６
⽉
）

＜
全
国
都
道
府
県
議
会
議
⻑
会
調
＞

２

（
注
）
上
記
は
具
体
的
事
例
で
あ
る
が
、
要
綱
で
、
通
称
（
⼜
は
旧
姓
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
県
議
会

（
宮
城
県
（
旧
姓
、
通
称
）
、
茨
城
県
（
通
称
）
、
新
潟
県
（
旧
姓
）
、
富
⼭
県
（
旧
姓
）
）
も
あ
る
。



参
議
院
に
お
け
る
通
称
使
⽤
の
取
扱
い

九
⼋

議
員
の
⽒
名
は
、
原
則
と
し
て
本
名
を
⽤
い
る

議
員
の
⽒
名
は
、
本
名
を
⽤
い
る
こ
と
と
す
る
が
、
議
⻑
の
許
可
に
よ
り
、
そ
の
任
期
中
、
本
名
に
代
え
て
通
称
を
使
⽤
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
婚
姻
に
よ
り
⽒
を
改
め
た
議
員
が
引
き
続
き
婚
姻
前
の
⽒
を
通
称
と
し
て
使
⽤
す
る
こ
と
を
議
⻑
が
許
可
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
注
）
議
員
の
⽒
名
は
、
従
来
、
本
名
を
⽤
い
る
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
第
百
四
⼗
回
国
会
平
成
九
年
六
⽉
九
⽇
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、

次
の
旨
の
決
定
が
あ
り
、
同
年
九
⽉
⼆
⼗
九
⽇
に
召
集
さ
れ
た
第
百
四
⼗
⼀
回
か
ら
議
員
の
通
称
使
⽤
が
認
め
ら
れ
た
。

⼀
議
員
⽒
名

議
員
⽒
名
は
、
従
来
ど
お
り
、
内
閣
総
理
⼤
⾂
か
ら
の
当
選
⼈
報
告
に
基
づ
き
、
こ
れ
と
当
選
証
書
記
載
の
⽒
名
を
対
照
し
た
も
の
（
以
下

「
本
名
」
と
い
う
。
）
を
⽤
い
る
の
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
称
を
議
員
⽒
名
と
し
て
使
⽤
し
た
い
議
員
は
、
当
選
証
書
の
対
照
後
、
通

称
使
⽤
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⼆
通
称
の
範
囲

通
称
と
は
、
公
職
選
挙
法
制
度
上
の
通
称
（
公
職
選
挙
法
施
⾏
令
第
⼋
⼗
⼋
条
の
五
第
七
項
、
第
⼋
⼗
九
条
第
五
項
）
と
す
る
。
通
称
の
使

⽤
が
許
可
さ
れ
た
場
合
に
は
、
以
降
任
期
中
、
通
称
使
⽤
の
例
外
（
叙
位
・
叙
勲
の
申
請
等
、
専
ら
院
外
で
使
⽤
す
る
も
の
⼜
は
通
称
の
使
⽤

に
よ
っ
て
は
実
務
上
混
乱
が
⽣
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
）
を
除
い
て
、
通
称
を
議
員
⽒
名
と
し
て
⽤
い
る
も
の
と
す
る
。

＜
出
典
︓
平
成
⼆
⼗
五
年
版

参
議
院
先
例
録
＞

３




